
最高裁秘書第3394号

令和3年11月4日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

9月30日付け（10月4日受付，第030538号）で申出のありました司法

行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

事務総局会議（第27回）議事録（片面で12枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（印影）が記載されており， この情報は，行政機

関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当することから， この情報が

記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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事務総局会議（第27回）議事録

一

令和3年8月24日 （火）午前10時30分～午前11時10分日時

’総局会議室場所

出席

者

｜報課長内田情報セキュリティ室長兼参事官,染谷審議官，後藤審議官，
笠井司法研修所長，遠藤裁判所職員総合研修所長

|議事 令和4年度裁判所所管予算について

氏本経理局長説明（資料第1）

新裁判官の配置について

小野寺総務局長説明（資料第2）

人事院勧告等について

徳岡人事局長説明（資料第3）
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令和4年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について
〃----‐ 新たな成長推進枠 ____、
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前年度
予算額
77.9兆円

（注r)

地方交付税
裁量的経費年金。医彌等 義務的経費交付金等

』

＜
一』
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． さらに､聖域を設けることなく施策｡制度の抜本的見直し

l ､",兆”33．7兆円
I -

’15.9兆円 13.3兆円

（注1）
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※地方交付税交付金等については「新経済・財政再生計画」との整合性に留意しつつ要求b義務的経費については、参議院議員通常選挙に必要な経費等の増減に
ついて加減算。

番澄雲税琴塾生ば皇奏空竺行尋套』轤屋唇僻簔簔L=に烈好J虫.消貿麹哩､地方消董説哩並Z砿重点化及Z鋤塞化の動向を踏まえ､顕編成過程において検討。
※藍隻,巽童藤懇期>ﾛ,｢塾に堕蕊誉煙癖醗含酋に誕箔哩匡至壹匪蕊旦霊す議孟繊調謹言誌顔卓詞畿罰篭挙鐺f謎ド
「十分に安定的な財源を確保しつつ､有効性や優鬼順位を踏まえ､速やかに必要な支援策を講じていく」との方針を踏まえ､予算編成過程において検討。
(注1）上記前年度予算額は､ｺﾛﾅ予備費を除いたもの｡ｺﾛﾅ予備費を含めると､前年度予算額の総額は82.9兆円､義務的経費は18.3兆円。
(注2）コロナ対策については､.今後の感染状況により、必要に応じて、事項のみの要求も含め､､適切に要求する。 獺

謹
一
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資料2

令和4年度概算要求（案）の概要

最高裁判所

(単位;百万円)

増△減率
令和4年度
要求･要望額

令和3年度
予算額 １

１
l
l
l

｜

’
｜ 区 分 比較増△減額

331,720 6,352 2.0%’裁判所所管 325,368

※要求･要望額には｢新たな成長推進枠｣8,167百万円を含む
(単位:百万円）

82,507(前年此紹,187) ’’ 1．裁判事務拠理態勢”充実

O裁判手続等の汀化関係経費 2,126（前年比十1,897）

◇民事,刑事,家事の各汀化関連経費,情報慈醗整備閣蓮経豊

2,775（前年比十125）○民事事件関係経費
◇民事調停,労働審判,専門委員関連経費など

4,169（前年比△227）○刑事事件関係経費
◇裁判員裁判.心神喪失者等医療観察事件関連経養,法廷通訳関連経費など

6,188（前年比十15）○家庭事件関係経費
◇家事鯛停関連経費など

17,249（前年比十1,378）○事件共通関係経費
◇各種事件処理に共通する賭経費

17,549(前年此+2@925) ’2.裁判所施設鋤整糒

17,549〈前年比十2.925）○裁判所施設の耐震化等

’
1

1 8.その他の機構雑特等に必要な経費 281,665(前年此+240!)

○職員人件費 265,313（前年比△146）

○司法修習生関係経費 4,907（前年比△128）

○その他の機構維持等経費 11 ,445（前年比十514）

’4､淀晨要求 ’

○増員 67人

家裁調査官 2人

事務官 65人

○定員合理化等 67人
※速記官から事務官への振替2人を含む。

○事件動向,充員状況等を踏まえた判事補40人の減
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資料3

概算要求に係る経費の内訳

1

物件費

408億円(12%)
裁判の運営に直接必要となる経費(裁判費)等の
義務的な経費のほか,庁舎維持管理経費等,固
定的ないし他動的経費が多くを占めている。

円(83％）2，733

鰯鰯施設費
175億円(5%)

蕊

獺

瀞

令和4年度

裁判所

概算要求等額
3,317億円

(単位：億円）

4年度
概算要求等額

3年度
予算額

増▲減額

0
I．

人件費 2，733
－

408

2,733

物件萱 374 34

施設費 175 146 29

64
今
回 計 3.317 3,254

(注）四捨五入等の理由により，端数において計数が合致しない場合がある。
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資料4
の

~

令和4年度概算要求(案)主な経費
（単位;千円）

令和4年度 令和3年度
要求要望額． 予算額

く裁判手続等の耐上関係経葵＞

民事翫舩手線のn化 1,573,719 ( 228,796)

ｳｪブ会溌等を活用した争点整理の運用 145,885 （ 228,796'）

書面の電子提出 210,337 （ －）

民事誘舩手続の、上に係るｼｽﾃﾑ 1,217,497 （ －）

刑事手続『T化構想簾定等 78,474 （ －）

ｳｴプ会餓等を活用した家事園停手続の運用 19,297 ． （ 一）

憤軽茎錘韓婿等 454,376 （ 一）

＜事件関係経愛＞ 灘資料2,.裁判事“理趨勢の充実のうち民事･刑事･家庭事件関係経愛の主なもの

家事調停委員手当 4,999,420 ( 4,999,420)

心神喪失者等医療観察制度関連経費 1,5756343 ( 1,650,786)

民事調停委員手当 1,140,114 （ 1,140,114）

裁判員等の日当･旅費 639,277 （ 643,492）

法廷通訳関連経費 438,686 （ 410,203）

労働審判制度関連経費 275,772 ( 274,950)

＜楕報ｼｽﾃﾑ関係経黄＞ ・※資料2 ,.“事務処理態勢の充実のうち民事.刑事.寵庭.事件共通関係経貰の主なもの

J･NET関係経費(裁判手続等の汀化関係部分を除<) 3,761,273 (2,655,780)

裁判事務処理システム(民事及び家事)(MINTAs) ' 363,850 ( 102,440)

保管金事務処理ｼｽﾃﾑ． 291,538 （ 333;392）
r

裁判員候補者名簿管理システム 247,634 ( 447,770)

裁判事務支援ｼｽﾃﾑ(NAvIus) 142,904 ( 203,544)

最高裁判所汎用受付等ｼｽﾃﾑ 133,171 （ 40,056）

新民事執行事件処理システム 111,454 （ 48,113 ）

＜司法修習関係経愛＞

修習給付金関連経費 3,252,364 ．（ 3,288,794）

修習資金貸与金関連経費 1,067,434 ( 1,100,520)

＜その他＞

庁舎維持管理等経費 6,414,806 （ 6,330,615）

赴任旅費 688,836 （ 795,246）

』
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資料5
、

令和4年度増加要求人員表

一

(注） 〔 〕は振替（速記官から事務官への振替2）による増であ．り,
内数である｡．

．他に，判事補40の減，政府からの協力要請（平成26年7月2
5日付け内閣官房長官「 「国家公務員の総人件費に関する基本方
針」等について」 ）.に対応するものとして合理化65がある。
最高裁と東京高裁の車庫統合に伴い，行(二)技能労務職員につい
て(項)下級裁判所から(項)最高裁判所への振替12がある○

国
家
公
務
員
の
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進

事
件
処
理
の
支
援
の
た
め
の
体
制
強
化

~

一

I

2

、

事務宮 65

〔2〕

合 計 67

〔2〕
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資料6
1

令和4年度概算要求施設主要案件

庁舎新営

（新営・継続分〉

本 庁

1

8庁少

津 地 家 裁

富山地家裁

烏取地家裁

佐賀地家裁ノ

仙台高裁秋田支部秋田地家裁

ｊ

ｊ
１
〕
Ｊ
１
ｊ
ｊ
ｊ

尋
７
１
９
８
５
８
７
．
４

く
く
く
く
く
く
く
く

1

地家裁支部 津
岡
山

(静岡）沼

(富山）高

(広島）福

(新営・新規分）

簡 裁

1庁

(和歌山）串 本 (7)

里

2裁判所施設の耐震化

（改修・継続分）

本 庁

1庁

大阪高地 裁 (6)

(建替えP継続分） 3庁

地家裁支部 （大津〉彦

（ 津 ）伊

根
賀

の
の
か

く
く
く戸(盛岡〉二

※（ ）内の数字は完成年度を示す。



事務総局会議資料竿ユ
（ 『月ユ¥日開魑） 【事務総局会議配布資料】

裁判官の配置

(下線部分変更箇所）

0

第一小法廷

裁判

裁判

裁判

厚
也
介

官
官
官

山
深
安

口
ノ

卓
亮

山
浪

第二小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

裁判

第三小法廷

裁判

裁判

裁判

裁判

裁判

直
博
人
之
守

大
菅
谷
野
浦
野
村

〃

官
官
官
官
官

三

耕
和

草
岡

■■■■■■■■■美

三 郎

克 也

猶 晴

安 政

惠理子

倉
賀

官
官
官
官
官

戸

宇
林
長
渡
嶺
邉

ｰ.戸

、

ー
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人事院勧告等
』

＜資料目録＞

給与勧告の骨子

国家公務員の育児休業等に関する制度の改正の要綱

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表

１
２
３

ノ



資料1

給与勧告の骨子ｊ
ｊ

O本年の給与勧告のポイント

～月例給は改定なし､ボーナスを引下げ(△0.15月分）～

〃

給与勧告制度の基本的考え方

・ 勧告は、労働基本権制約の代償措置として、国家公務員に対し適正な給与を確保する機
能を有するものであり、能率的な行政運営を維持する上での基盤

・ 公務の給与水準は､経済･雇用情勢等を反映して雑交渉等によって決定される民間の
給与水準に準拠して定めることが最も合理的

I

●0

Ⅱ民間給与との比較に基づく給与改定等
8

1 民間給与との比較
f

約11,8dO民間事業所の約45万人の個人別給与を調査(完了率82.7%)

＜月例給＞公務と民間の4月分の給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階､勤
務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を比較

○民間給与との較差△19円（0.00％）

〔行政職俸給表(一)適用職員…現行給与407,153円、平均年齢43.0歳〕

ウ

<ボｰﾅｽ＞昨年8月から本年7月までの直近1年間の民藺の支給実績(支給割合） と公
務の年間の支給月数を比較

○民間の支給割合4.32月 〔公務の支給月数4.45月〕

2給与改定の内容と考え方

く月例給＞

民間給与との較差が極めて小さく､俸給表及び諸手当の適切な改定が困難であることから、
月例給の改定は行わない

くボーナス＞ ・

民間の支給割合との均衡を図るため引下げ4.45月分→4.30月分

民間の支給状況等を踏まえ､期末手当の支給月数に反映

（一般の職員の場合の支給月数）

〔実施時期〕
●

法律の公布日

1し

6月期 12月期

令和3年度期末手当

勤勉手当

1.275月（支給済み）
◆ ●

0695月（支給済み）

1.125月（現行1.275月）

0．95月 （改定なし）
● ●

4年度期末手当

以降 勤勉手当

1．20月

0．95月

1．20月

0．95月



資料2

国家公務員の育児休業等に関する制度の改正の要綱

育児休業の取得回数制限の緩和

職員が同一の子について育児休業をすることができる回数を,人事院規則で

定める特別の事情がある場合を除き， 2回以内とすること｡．

'の育児休業の回数についてはｩ次に掲げる育児休業に係るものを含ま灌い,

ものとすること・

(1)子の出生の日から一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律第’9条

に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場

合として人事院規則で定める場合における休暇について同条の規定により人

事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間内に，職員(当該

期間内に当該休暇又はこれに相当するものとして同法第23条の規定により

人事院規則で定める休暇により勤務しなかった職員を除く。 ）が当該子につ

いてする最初及び2回目の育児休業（(2)に掲げる育児休業を除く。 ）．

(2)任期を定めて採用された職員が，当該任期の末日を育児休業の期間の末日

としてする育児休業（当該職員が， 当該任期を更新され,又は当該任期の満

了後引き続いて任命権者を同じくする官職に採用されることに伴い， 当該育

児休業に係る子について，当該更新される前の任期の末日の翌日又は当該採

用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。 ）

１
．
１

第

2

第2実施時期

この改正は，当該改正を実施するための法律の公布の日から起算して1年6月

を超えない範囲内の日から実施すること。

8

2
I

』



資料3
裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表

|’
期末手当 勤勉手当

裁判官 改定年度 合計~~三河一
計’ | ｜2月期’12月期6月期 12月期 6月期 計

1

最高裁長官 1.675

1.675

f菱識舜ノ

3.35

未定

1.675

,,未定

3画35

未定

現行

令和3年度

一一

旨 裁判事最
g 〆 ■

＝

東京高裁長官
■

■ ■ 一

ﾛ ■ ■ ＝

Ⅱ Ⅱ ロ I

、未定 ｜ 未定 未定その他の高裁長官 未定令和4年度以降

判1

判2

判3

判4

判5

判6

一
、
特
１
２

－
簡
簡
簡

■ ､ ■ ■ Ⅱ

0.675

0愚675

(芝話隷）

1.35

1.25

△，70 〉

０
０
●
■

１
１

０
０
Ｆ
、

１
１

0.675

0:575

ZO

20

3疎35

3.25

塗α”

現行

令和8年度

0
丑 ｡ U bI 1 0
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